
「三浦市公共下水道（東部処理区）運営事業」の要求水準書（案）に関する質問への回答

Ｎｏ 頁 1 (1) ア (ア) a （a） ① 項目等 質問内容 12月８日回答 12月28日回答 ２月19日回答修正

1 1 1 (2) 用語の定義

管きょの長寿命化対策は、「下水道事業のストックマネジメント
実施に関するガイドライン-2015 年版-」では、「既存の施設の
一部を活かしながら部分的に新しくすること」としている。一方要
求水準書では、「管きょの一部を取り替えること」となっており、
内容が異なっています。要求水準書に従うと、交付金対象にか
ら除外される可能性がありますが、用語の定義に間違いはない
でしょうか。

「既存の設備及び管きょの一部を取り換えること」を「既存の施
設の一部を活かしながら部分的に新しくすること」に修正する。
実施方針（案）p.３の用語の定義及びp.37の別紙１を修正する。

2 1 1 (2) 用語の定義
本文中には、経営、増築、改築、維持管理と同列に各種計画支
援がありますが、この表中にないのはなぜでしょうか。

用語の定義では、用語として混同しやすいものを定義している。
「各種計画支援」は混同する内容がないものと考えているため、
用語の定義からは省略している。

3 3 1 (3) エ c 管路施設
ここに示されている管きょ延長は、現況の整備済み延長でしょう
か。

お見込みのとおり。

4 3 1 (3) カ 事業の範囲
ここで記載の”委託禁止業務として定められた業務”について、
具体的な業務内容をご教示ください。

運営権者として主体的に行わなければならない経営等に関す
る一部の業務は委託禁止業務とし、事実行為に関する設計・施
工・維持管理等の業務は含めない予定である。なお、詳細は募
集要項等の公表時に提示する予定である。

5 3 1 (3) カ 事業の範囲

実施契約に受託禁止業務として定められた業務を除いたもの
については再委託できる旨の記載がありますが、再委託先は
代表企業、構成企業及び協力企業に限られるという理解で宜し
いでしょうか。

委託とは、運営権者から代表企業、構成企業及び協力企業に
対して実施されるものである。再委託とは、代表企業、構成企
業及び協力企業から、第三者等に対して実施されるものであ
る。
委託及び再委託の内容が混在した表記となっており、要求水準
書（案）を修正する。

6 3 3 (3) カ 事業の範囲

「各業務の内容及び要求水準の詳細は、今後公表する要求水
準書（案）において示す。」となっておりますが、令和2年10月公
表の要求水準書（案）では、十分に詳細は明らかになっていな
いということでしょうか。もし明らかになっていないとするならば、
どの程度の変更が今後ありうるのでしょうか。

「各業務の内容及び要求水準の詳細は、今後公表する要求水
準書（案）において示す」を削除する。なお、コンセッション事業
の範囲については、大きな変更は予定していない。

7 4 1 (3) カ (ｱ) a 経営に関する業務
利用料金の「収受」とありますが、料金徴収も業務内容に含ま
れるのでしょうか。

料金収受業務も業務内容に含まれる。ただし、実施方針p.10 エ
及びカに記載されているとおり、運営権者は、市と利用料金収
受代行業務委託契約を締結する。

8 6 1 (3) カ
表1-3本事業に係る権限の貴族
費用負担

表1-3の表中、「各種計画支援に関する業務負担」となっていま
すが、「業務費負担」と理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおり。要求水準書（案）を修正する。

9 6 1 (3) キ
対象工種　　表1-4の処理場・ポ
ンプ場の表

土木の改築業務で防食が対象業務となっていますが、具体的
には、どの部分の防食が対象業務なのでしょうか。

東部浄化センター（管理本館、汚泥処理棟、１系・２系水処理施
設）、金田中継センター（ポンプ棟）である。

10 6 1 (3) キ
対象工種　　表1-4の管路施設
の表

管路施設の表で、建築及び建築付帯設備の欄が、「×」となっ
ていますが、この意味は、対象施設がないという意味でしょう
か。それとも、対象施設はあるが対象業務はない、という意味で
しょうか。

対象施設がないということである。

11 6 1 (3) キ
対象工種　　表1-4の管路施設
の表

土木の維持管理、改築業務で防食が対象業務となっています
が、具体的には、どの部分の防食が対象業務なのでしょうか。
同様に、延伸業務の防食とは、具体的にどんな作業を指してい
るのでしょうか。

後日回答する。

管路施設における防食とは、圧送管吐口のマンホール及びポ
ンプ室を想定しているが、その他腐食の恐れが多いと判断でき
る箇所も対象となる。延伸業務の防食とは、上記箇所における
延伸が発生した場合にコンクリート部分を対象として実施する。

12 6 1 (3) キ 対象工種
表1-4の処理場・ポンプ場の土木の項目は「躯体」と「防食」のみ
ですが、場内整備（場内道路、門・柵・塀、排水施設等」は、対
象外でしょうか。

後日回答する。 処理場の場内整備（場内道路、排水施設等）は対象内である。

13 6 1 (3) キ 対象工種
表1-4の処理場・ポンプ場の土木の項目は「躯体」と「防食」のみ
ですが、手摺・グレーチング・蓋類は、対象外との理解でよろし
いでしょうか。

後日回答する。 手摺、グレーチング、蓋類を含めて対象とする。
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Ｎｏ 頁 1 (1) ア (ア) a （a） ① 項目等 質問内容 12月８日回答 12月28日回答 ２月19日回答修正

14 6 1 (3) キ 対象工種
表1-4の処理場・ポンプ場の建築に「仕上防食」とありますが、
防食は防水の間違いでよろしいでしょうか。

後日回答する。
処理場・ポンプ場の土木・建築については、「躯体・防食／仕上
防食」をあらため、「躯体・躯体以外」として表１-４を修正する。

15 6 1 (3) キ 対象工種
表1-4の処理場・ポンプ場の建築に「仕上防食」とありますが、
建具や金属物はこれに含まれているのでしょうか。

後日回答する。

処理場・ポンプ場の土木・建築については、「躯体・防食／仕上
防食」をあらため、「躯体・躯体以外」として表１-４を修正する。
建具、金属物は、表１-４の「建築附帯設備」の対象物に含まれ
る。

16 6 1 (3) キ 対象工種
表1-4の処理場・ポンプ場の土木に「防食」とありますが、防食
環境上にある簡易覆蓋もこれに含まれるのでしょうか。

後日回答する。
処理場・ポンプ場の土木・建築については、「躯体・防食／仕上
防食」をあらため、「躯体・躯体以外」として表１-４を修正する。
簡易覆蓋は躯体以外に含まれる。

17 6 1 (3) キ 対象工種
表1-4の処理場・ポンプ場の建築付帯設備は、「建築機械設備」
および「建築電気設備」のことでよろしいでしょうか。

後日回答する。
「建築附帯」の対象物は、「土木」「建築」の対象物である処理水
槽、簡易覆蓋、建物、外壁、屋根以外であり、「建築機械設備」
「建築電気設備」や「建具、金属物」を含んでいる。

18 6 1 (3) キ 対象工種
処理場・ポンプ場改築業務で対象工種となる土木防食につい
て、具体的な範囲をご教示ください。（土木躯体水槽ライニング
をお考えでしょうか？）

東部浄化センター（管理本館、汚泥処理棟、１系・２系水処理施
設）、金田中継センター（ポンプ棟）である。

19 6 1 (3) キ 対象工種
処理場・ポンプ場改築業務で対象工種となる建築仕上防食に
ついて、具体的な範囲をご教示ください。（屋上防水シートをお
考えでしょうか？）

後日回答する。 屋根防水等を想定している。

20 6 1 (3) キ 対象工種
管路施設における維持管理業務・改築業務・延伸業務で対象
工種となる機械・電気設備について、具体的な範囲をご教示く
ださい。（マンホールポンプ設備をお考えでしょうか？）

後日回答する。 マンホールポンプ設備を想定している。

21 6 1 (3)
表1-4
対象施設の工種区分と事業費
について

【処理場・ポンプ場】
土木及び建築の維持管理業務について、運営権者の所掌と
なっておりますが、本項目の事業費は過去の実施実績に基づ
いた事業費算定をおこなう予定であるかご教示ください。実施
実績や事業費算定の目安が無い場合、運営権者は本項目に
ついて費用を算定することが非常に困難（水槽内部状況を詳細
に確認することは事実上不可能であるため）であることを申し添
えます。

過去の実施実績に基づき算定している。

22 6 1 (3)
表1-4
対象施設の工種区分と事業費
について

【管路施設】
土木の維持管理業務について、運営権者の所掌となっておりま
すが、本項目の事業費は過去の実施実績に基づいた事業費算
定をおこなう予定であるかご教示ください。実施実績や事業費
算定の目安が無い場合、運営権者は本項目について費用を算
定することが非常に困難（管路内部状況を詳細に確認すること
は事実上不可能であるため）であることを申し添えます。

ストックマネジメント計画における点検・調査については、市で
の実績が少ないため、積算基準等に基づき算定している。それ
以外の突発的対応等は、過去の実施実績に基づき算定してい
る。

23 6 1 (3)
表1-4
対象施設の工種区分と事業費
について

【処理場・ポンプ場】
改築業務については、土木、建築、建築付帯設備、機械設備、
電気設備のそれぞれで事業費の上限額が今後示されるとの理
解でよろしいでしょうか。

対象施設に係る土木、建築、建築附帯設備、機械設備、電気設
備費用を合計した総価の上限額を示す予定である。

24 6 1 (3)
表1-4
対象施設の工種区分と事業費
について

【管路施設】
改築業務及び延伸業務については、土木、機械設備、電気設
備のそれぞれで事業費の上限額が今後示されるとの理解でよ
ろしいでしょうか。

対象施設に係る土木、建築、建築附帯設備、機械設備、電気設
備費用を合計した総価の上限額を示す予定である。

25 7 2 (1) ア 全体事業計画書に関する事項
増築は、要望を受けて実施するものでありますので、計画を作
成する必要はないということでしょうか。

増築の事実が判明した時点で計画に反映を行うことを想定して
いる。

26 7 2 (1) イ 短期事業計画書に関する事項
5年ごとに計画書を作成することとなっていますが、これは、Ｒ５
～Ｒ9年度、Ｒ10～Ｒ14年度、Ｒ1５～Ｒ19年度、Ｒ20～Ｒ24年度
の５年ごとに作成すると理解してよろしいでしょうか。、

お見込みのとおり。
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Ｎｏ 頁 1 (1) ア (ア) a （a） ① 項目等 質問内容 12月８日回答 12月28日回答 ２月19日回答修正

27 7 2 (1) イ 短期事業計画書に関する事項

改築の項で、「改築計画及び工事計画書の概要の取りまとめ」
を行うこととなっていますが、改築計画については、市が策定済
みの改築計画を、Ｒ５～Ｒ9、Ｒ10～Ｒ14、Ｒ1５～Ｒ19、Ｒ20～Ｒ
24の５年ごとに組み替えて概要取りまとめとする、という理解で
よろしいでしょうか。

短期事業計画はストックマネジメント計画と密接な関係のある
計画のため、組み替えて概要を取りまとめることではない。

28 7 2 (1) 事業計画書の作成
事業計画書は主たる事業を対象としたものあるいは附帯提案
事業及び任意事業も対象に含めたもののどちらでしょうか。

主たる事業、附帯提案事業及び任意事業を含めたものである。

29 8 2 (1) ウ ※
管路の増築の要望は、三浦市からのものを対象とし、住民から
の直接の要望は含まれないと考えてよろしいでしょうか。

住民からの直接の要望に基づき運営権者が増築を行うもので
はなく、住民からの要望の情報を受け、市が経済的合理性及び
社会的公共の利益を判断し、増築を運営権者に指示するもの
である。

30 8 2 (1) ※なお、・・・

「なお、管路の増築については、・・・・・・上記各計画へ反映させ
ること。」となっておりますが、上記計画とは、全体、短期、単年
度のどの計画を指すのでしょうか。又は、経営、改築、維持管理
のどの区分の計画を指すのでしょうか。

全体、短期、単年度の各事業計画に係るものだが、増築につい
ては要望に基づくことから、長期見通しが立たない場合も想定
される。この場合においては、記載可能な範囲で作成し、増築
の事実が判明した時点で計画に反映することとする。区分につ
いては、適切な箇所に反映すること。

31 8 2 (1) 管路増築の各種計画への反映

管路増築については、要望を受け実施する事から、要望がある
まで対応できないと理解しております。※印の文章については、
仮に市民から管路増築の要望があった際に対応する計画を、
事業計画書に盛り込むとの理解でよろしいのでしょうか？

お見込みのとおり。なお、住民からの直接の要望に基づき運営
権者が増築を行うものではなく、住民からの要望の情報を受
け、市が経済的合理性及び社会的公共の利益を判断し、増築
を運営権者に指示するものである。

32 9 2 (2) (ｳ) g
エネルギー管理、環境保全への
対応

処理場、ポンプ場、管路施設の改築業務において、「エネル
ギー管理、環境保全への対応」とは、具体的にどのようなことを
要求しているのでしょうか。

一般的なエネルギー管理及び環境保全対策又は新たな手法・
対策を求めるものである。

33 9 2 (2) (ｵ) g
エネルギー管理、環境保全への
対応

管路施設の増築業務において、「エネルギー管理、環境保全へ
の対応」とは、具体的にどのようなことを要求しているのでしょう
か。

一般的なエネルギー管理及び環境保全対策又は新たな手法・
対策を求めるものである。

34 9 2 (3) イ
委託に関する運営権者の裁量
について

委託先の選定に関して「競争入札参加資格者名簿」に当該事
業年度に登録されているとお示しされていますが、これは絶対
でしょうかそれとも次文と同様に優先的でしょうか。

運営権者から直接の委託を受けるもの（代表企業、構成企業及
び協力企業）については、「競争入札参加資格者名簿」に登録
されていることが必須である。表記については、誤解を招く表現
であることから要求水準書（案）を修正する。

35 9 2 (3) イ 委託に関する要求
「地元企業の有効活用を図ること」とありますが、「地元企業」の
定義をご教示願います。

三浦市内に本店を有するものを指し、工事、物品調達・業務委
託においては、「競争入札参加資格者名簿」に登録されている
こと（対象額未満の調達等を除く）である。

36 9 2 (3) イ 委託に関する要求
「地域実情を踏まえた事業実施に伴うリスク」に関し、現時点で
懸念されるリスクがあればご教示ください。

地域交通、災害等の諸事情に伴う資機材輸送の停滞といった
不測の事態に対応するため、調達先を画一的なものとするので
はなく、調達先や支援体制を分散化することにより回避し得るリ
スクを想定している。

9 2 (3) イ 地元企業の有効活用

26 6 (3) オ (ｱ) a 責任施工

6 (4) その他

38 11 2 (4) 財務に関する要求

今回の事業における財源は、すべて下水道使用料と考えてよろ
しいでしょうか（一般会計の繰入金はありますか）。貴市におい
て予決管理や資産の管理を目的として、運営権者が使用した
事業費について、どの程度の仕分けが必要となるでしょうか（ど
のように償却資産を管理されているかにもよると考えられま
す）。

（個別対話で回答する。）

37

土建・管路等の維持管理・改増築には、毎年多工種少額の工
事が予測されます。地元企業の活用を行いながら、責任施工
で、かつ国庫交付金に適合するような歩掛り、設計書、見積書
等の会計検査に必要な資料作成に協力する方法として、オープ
ンブック型のCM方式（コストオンフィー）の採用があり得ますが、
そのフィーの部分を交付金予算に計上することは可能ですか？
または、CM方式採用によるコスト削減分を、フィーの部分に充
当することは可能ですか？

後日回答する。
現時点では、「国土交通省ＣＭ方式活用ガイドライン」に示され
ているCM方式（コストオンフィー）の適用を想定していない。
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Ｎｏ 頁 1 (1) ア (ア) a （a） ① 項目等 質問内容 12月８日回答 12月28日回答 ２月19日回答修正

39 11 2 (7) ア モニタリング体制

市と運営権者間で紛争が生じた場合に紛争解決調査を行う三
浦市公共下水道●●協議会について、この協議会立上げはい
つ、どのようなメンバーで構成する事を想定されてますか？
また、別途市が定める三浦市公共下水道運営事業モニタリング
基本計画について、ご教示をお願いします。

協議会及びモニタリングの詳細ともに、募集要項等の公表時に
提示する予定である。

40 11 2 (7) ア モニタリング体制
「三浦市公共下水道●●協議会」は貴市及び運営権者のどち
らに対しても中立性を有する委員で構成されるとの認識で宜し
いでしょうか。

お見込みのとおり。

41 12 2 (7) ア (ｳ)
第三者によるモニタリングの費
用

第三者によるモニタリングの費用は、貴市の負担との理解でよ
ろしいでしょうか。

お見込みのとおり。市が行うモニタリングを補強する目的で、市
が別途委託するものを想定している。

42 12 2 (7) ア (ｴ) ●●協議会の費用負担
●●協議会の費用負担について、今後お示しされるとの理解で
よろしいでしょうか。

協議会の費用負担は、協議事項と考えている。

43 12 2 (7) イ
運営権者によるセルフモニタリ
ングの実施

セルフモニタリングにおいて、一般的な包括委託で求められる
進捗管理、評価、提案のほか、コンセッション方式であることな
どを踏まえ、さらに行政における評価や管理の一部を運営権者
が担うことを想定、もしくは何か希望されていますでしょうか。

（個別対話で回答する。）

44 13 2 (8) ク 電波障害の有無について
電波障害に係る対策とありますが、具体的な障害事例をお示し
ください。

現時点では、電波障害が生じる設備はない。将来的な導入可
能性を考慮し、記載しているものである。

45 13 2 (9) ア
災害、事故等の緊急時の体制
の構築

「・・・設備の部分的な機能停止に留まるよう、・・・」「また、早期
の設備復旧が可能な体制‥。」とありますが、この設備とは機
械設備及び電気設備と理解してよろしいでしょうか。土木構造
物、建築構造物の復旧は、市が実施する、という理解でよろし
いでしょうか。

「設備」を「対象施設」とし、要求水準書（案）を修正する。また、
費用負担については、リスク分担表を参照のこと。

46 13 2 (9) イ 災害、事故等の緊急時の対応

実施方針ｐ23(１)不可抗力　ア　の項で、「運営権者は要求水準
に基づき自らが作成するＢＣＰに従い初期対応を行う。」と記載
されておりますが、要求水準書では、「市が作成したＢＣＰに従
い対応すること。」となっております。この記載に矛盾はないで
しょうか。

要求水準書（案）を修正する。なお、市が作成したBCPに則り、
要求水準書に基づき運営権者自らがBCPを作成し、対応するこ
とを求めるものである。

47 13 2 (9) イ 危機管理に対する要求

「災害、事故等の緊急時には市の業務継続計画（Business 
Continuity Plan、以下「ＢＣＰ」という。）に従い対応すること。」と
ありますが、実施方針（案）P.22　第３．１（１）不可抗力　ア　に
は「運営権者は要求水準に基づき自らが作成するＢＣＰ
（Business Continuity Plan：業務継続計画）に従い初期対応を
行う。」とあります。改めまして、貴市の基本的な考えをご教示
下さい。

要求水準書（案）を修正する。なお、市が作成したBCPに則り、
要求水準書に基づき運営権者自らがBCPを作成し、対応するこ
とを求めるものである。

48 13 2 (9) イ 災害、事故等の緊急対応

「なお、災害、事故発生時には、適切な連絡体制を確保の上、
適宜報告するとともに、災害終了時及び復旧後においては、貴
市に報告書を提出すること。」とありますが、適宜報告は「営権
者」が「市」対してとの理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおり。

49 13 2 (9) オ 危機管理に対する要求

「災害・事故時において市が対応を想定していない危機事象へ
の対応業務」とありますが、貴市が対応を想定していない危機
事象であって、運営権者も想定し得ない危機事象についても、
すべて運営権者の責任と費用負担で対応が必要との理解でよ
ろしいでしょうか。

後日回答する。

ご指摘の想定していない危機事象への対応については、協議
とする。
「災害・事故時において市が対応を想定していない危機事象へ
の対応業務」とは、「災害・事故時において運営権者が対応する
と想定される危機事象への対応業務」であり、運営権者の責任
と費用負担での対応が必要と考えている。

50 14 2 (10) ※ ※事業実施に‥
「…実施要件の見直しを図ること。」とされていますが、実施要
件とは、具体的にどのような内容のものを指すのでしょうか。

（１０）ウに記載のとおり、本事業に係る業務を実施するに当た
り、運営権者自らが必要と考える要件であり、委託をするに当
たっては、当該企業の規模や財政状況であったり、担当となる
技術者の資格や経験等が想定されるものである。
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51 14 2 (10) ウ ウ委託する場合は…
「市が別途定める要件」とありますが、具体的にはどのような内
容のものでしょうか。

実施方針（案）p.17の第２（３）のことである。

52 14 2 (10) ウ
技術管理に
関する要求

運営権者が定める実施要件については、貴市及び第三者によ
るモニタリングにより十分な対応であることが認められることと
の記載がありますが、初年度委託先に関する実施要件につい
ては貴市に事前承認を頂くことでモニタリングによる承認の代
替が可能との認識で宜しいでしょうか。

※書きに記載のある「市及び第三者によるモニタリングによる承
認」については、重大な問題が生じた場合等に実施するもので
ある。そのため、本事業初年度での事前承認は不要と考えてい
る。

53 14 2 (11) 地域連携に関する事項

Ｐ７下から３行目に、「環境対策及び地域貢献に関する計画」と
なっておりますが、地域貢献と地域連携は同義と理解してよろ
しいでしょうか。もし、同義ならば、用語を統一して頂ければ理
解しやすいです。

「地域貢献」で記載を統一し、要求水準書（案）を修正する。

54 15 2 (11) イ (ｳ) 苦情等への対応

「地域住民等から苦情、要望等が寄せられた場合には、公共
サービスの提供者として適切に 対応するとともに、速やかに市
に報告すること。」とありますが、過去数年分の実績（苦情件
数、内容、対応）をご教示下さい。

後日回答する。
過去３年間の苦情等の相談件数は、平成29年度～令和元年度
の間で約20～30件である。主にマンホール蓋のガタツキによる
騒音の苦情が多い。

55 15 2 (13) 保険への加入に関して
官側の加入保険と民側の加入保険はその費用に大きな差異が
あるため（民側保険は高額になりやすい）、この点を踏まえた事
業費算定をして頂けるとの理解でよろしでしょうか。

加入義務の保険は、実施契約書（案）にて提示する。原則とし
て、保険の種類については、本事業を実施するに当たり、運営
権者自らが実施方針及び実施契約書に定めるリスク分担を負
担する上で必要と考える保険への加入を行うことを想定してい
る。
官側の加入保険と民側の加入保険の費用に差異があることは
認識しており、別途、追加となる費用が見込まれる場合におい
ては、当該リスク要因についての指摘をいただき見直しを図る
こととする。

56 16 3 (1) ウ 計画の見直し
「別途貴市が示す事業計画」の開示予定時期についてご教示く
ださい。

「5年ごとのストックマネジメント実施計画時には、市の示す健全
性、リスク水準を確保した上で、ストックマネジメント計画を見直
すことができる。なお、当該事業費については、別途、（a）市が
示す中期構想に定める金額を超えないこと、(b）事業者選定時
に運営権者から提案のあった事業総額(20か年)、及び（c)5年
毎の事業総額の範囲で変更することができる。機械(中略)改築
方針」旨、記載を修正する。

57 16 3 (2)
下水道事業計画変更等に関す
る要求

3行目の「アクションプラン」とはどの計画を指していますか。 後日回答する。
三浦市汚水処理整備構想を指す。本文について、「三浦市汚水
処理整備構想への反映案を作成すること」に修正する。

58 16 3 (2) 計画変更等に関する要求
下水道事業計画のアクションプランについて策定していれば開
示下さい。

閲覧資料に追加する。

59 17 4
処理場・ポンプ場の性能に関す
る要求

流入水質基準の記載がありません。契約期間中の流入水量と
水質のご教示をお願いします。実施方針案記載のリスク分担
（48ページ）では水量変動リスク、水質変動リスクに流入水に対
する記載があります。
また契約期間中の汚泥量についても、ご教示をお願いします。

契約期間内の流入水量及び水質は推計していない。放流処理
水量及び汚泥量については、別紙５の「年間処理水量及び発
生汚泥量」を参考として示している。

60 17 4 (1)
表4-1
放流水基準

窒素の要求水準の値を拝見すると、硝化抑制運転は不可能で
あると考えます。本基準では運転管理の裁量幅が狭いため、省
エネによるコスト縮減は困難です。事業費の縮減を期待するの
であれば、法定水準を満たす範囲で応募者の提案を受け付け
たほうが有利であると考えますが、貴市が要求水準の値を定め
るに至った考え方をご教示ください。

（個別対話で回答する。）

61 17 4 (1)
表4-1
放流水基準

標準活性汚泥法の施設において、窒素とりんの基準を定めら
れています。定めた理由についてご教示ください。

過去の実績値をもとに設定している。本市の下水道事業として
連続性をもって実施していく必要があるため、基準を定めてい
る。

62 17 4 (1)
表4-1
放流水基準

放流水基準のうち要求水準の値は、日平均でしょうかそれとも
月平均でしょうか。

基準値を示しているものである。
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63 17 4 (2) イ 汚泥リサイクル

発生する汚泥は市が契約する受注者に引き渡すことが前提で
しょうか。
また、2行目に「一定量を資源化処分する」とありますが､全量を
受注者に引き渡す契約でしょうか。それとも契約ごとに引き渡す
量を設定するのでしょうか。

発生汚泥の処分は、運営権者が契約する受注者に引き渡すこ
とが前提となる。メンテナンス等を除いて、バイオマスセンターで
の全量処分が基本となる。

64 17 4 (2) イ 汚泥リサイクル

発生汚泥の内、資源化処分への排出汚泥の要求水準を満たさ
ず、別途産廃処理に出したケースはどれだけありますか（量）。
その場合の排出先は、決まっていますか？決まっていない場
合、運営権者の裁量で処分することは可能ですか？また、現在
の排出汚泥の運送費用はどれだけですか？参考契約単価で
教えてください。

後日回答する。

過去、要求水準を満たさず別途、産廃処理に出したケースはな
い。発生汚泥の処分は、バイオマスセンター等に引き渡すことと
する。
現在、バイオマスセンターへの運搬にかかる費用は、7,900円
/t(税抜き)である。

65 17 4 (2) イ 汚泥処分契約金額

表4-3に汚泥処理の過去実績として16,200円/ﾄﾝの処理費が記
載されてます。一方、実施方針案記載のリスク分担（48ページ）
では、汚泥処理リスクは市と運営権者で協議ともなってます。
そもそも汚泥処理変動リスクは市が取ることになるのではない
のでしょうか？
17ページで記載の汚泥処分費は、持ち込み先は「三浦地域資
源ユーズ㈱」でよろしいのでしょうか？過去の契約単価・量につ
いても開示をお願いします。
また、収集運搬費についても、単価と日数、契約先について、
過去分を含め開示をお願いします。
最後に、この汚泥運搬処分費についても、今回のコンセッション
範囲内となりますか？

汚泥処理に関するリスク分担は、実施方針(案)p.48のとおりで
あるが、ご意見として承る。
なお、発生汚泥は、「三浦地域資源ユーズ株式会社」への持ち
込みが基本となる。
また、汚泥運搬処分費についても、本事業の範囲となる。費用
については、過去分を含め詳細情報の開示を検討する。

66 18 4 (3) ア 騒音規制基準
測定データの継続性を確保するため、既存の騒音測定点をご
教示ください。

後日回答する。
現在、定期的な騒音測定は実施していない。今後、実施の必要
が生じた場合、市と測定点について協議を行う。

67 18 4 (3) イ 悪臭基準
測定データの継続性を確保するため、既存の臭気採取箇所を
ご教示ください。

東部浄化センター及び金田中継センターの敷地境界各１箇所
である。

68 18 4 (4) 耐震基準の遵守

処理場・ポンプ場における既存施設・設備の耐震性能が確保さ
れていない場合の取り扱いについて、具体的に教えてください。
Ex）設備更新時の既存施設の耐震化は市で行う、等。（管路も
同じ）

新耐震基準の施設のため耐震診断及び対策は不要と考える。

水処理棟第２系列及びコンセッション事業開始前に更新工事を
行った設備のみ耐震性能を満たしている。
設備の耐震化に関する費用については、改築更新と同様に扱
う。

69 18 4 (4) 耐震基準の遵守
本事業の対象である処理場・ポンプ場の土木・建築構造物およ
び各設備は、現状で耐震性能を確保していると考えてよろしい
でしょうか。

水処理棟第２系列のみ耐震性能を満たしている。
水処理棟第２系列のみ耐震性能を満たしている。
土木・建築の耐震化に関する費用については、改築更新と同様
に扱う。

70 19 5 (1) 管路施設における性能

増設する管路施設は要求水準書P.22に記載のあるように耐震
性能を確保することと理解していますが、既設管路施設で耐震
性能が不足している管路の耐震化は本事業に含まれていない
と理解してよろしいでしょうか。また、既存下水道管路施設の耐
震診断結果を提示していただけますでしょうか。（処理場等の施
設も同じ）

管路施設の耐震診断は行っていない（処理場等の施設も同様
であるが、現在耐震診断中の施設あり）。

71 20 6 (1) ア (ｲ) c (d)
改築計画のデータ更新・運営、
改築工事の監督業務

「運営」の定義をご教示ください。 誤記のため「運営」について削除する。

72 20 6 (1) (ｲ) a 改築計画策定
改築計画は既に市が策定済みと理解しております。運営権者
に、どんな改築計画を策定することを要求しているのでしょう
か。

第２期以降の改築計画については、運営権者の見直しが可能
となっている。この見直しを反映した改築計画策定を想定してい
る。

73 20 6 (1) (ｲ) f 市検査の対応
「市検査等の対応」とはどのような検査でどのような対応を求め
ているのでしょうか。
また、この「等」は他に何が含まれているのでしょうか。

セルフモニタリング結果とともに完成図書に当たるものを提出
し、これに対し行われる行政モニタリングがこれに当たる。

74 21 6 (1) ア (ｳ) c 監督業務

「監督業務に関しては、運営権者と雇用関係にあり、・・・・」とあ
りますが、運営権者と雇用関係にありとはどのような身分、待遇
を意図しているのでしょうか。監督業務を行うものは、ＳＰＣ職員
でなければならない、ということでしょうか。工事が多くなれば、
多数の監督員が必要になるものと考えます。委託等で対応でき
るようにしていただければと考えます。

要求水準書（案）を以下のとおり修正する。
c 監督業務
　監督業務に関しては、運営権者から業務を受託した企業と直
接雇用関係にあり、下水道施行令第15 条の資格を有する者を
監督員とし配置すること。
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75 21 6 (1) ア (ｳ) c 監督業務
「監督業務に関しては、運営権者と雇用関係にあり」とあります
が、業務委託では不可という理解で宜しいでしょうか。

要求水準書（案）を以下のとおり修正する。
c 監督業務
　監督業務に関しては、運営権者から業務を受託した企業と直
接雇用関係にあり、下水道施行令第15 条の資格を有する者を
監督員とし配置すること。

76 22 6 (1) ア (ｸ) 対象設備に関する特記事項

”対象施設の性質を考慮し、必要に応じ腐食及び摩耗に耐え得
る堅牢性を確保”とありますが、本書1ページには”運営権者の
自由な提案・創意工夫を活かすため仕様的表現を極力避ける”
ともあります。
本書55ページ10(1)イに”事業期間終了後1年以内は改築及び
大規模修繕を要することない状態”との事ですので、22ページ
記載の内容は、将来もめる可能性があるかと考えますが、いか
がでしょうか？

p.22ページの記載内容は改築に関する特記事項であり、p.55
は、本事業期間内での改築等の有無にかかわらず、対象施設
が最低限満たすべき要求事項である。そのため、これらは矛盾
しないものと考えている。

77 23 6 (2) (ｲ) 改築計画の実施フロー
改築計画については、第２期以降は運営権者の見直しが可能
となっていますが、期間の区分(市の計画では、第２期はＲ6～Ｒ
10）は変えないということでしょうか。

第２期はＲ７～Ｒ11であり、以降の期間も含めて修正する。
また、運営権者からの提案により、その必要性及び妥当性が認
められる場合は、区分変更について検討する。

78 24 6 (3) ア 工事計画書の作成市への提出

運営権者は５年間の工事計画書を作成することとなっておりま
すが、最初の５年間とは、Ｒ５～Ｒ９の５年間でしょうか。その場
合、市の改築計画書とは、Ｒ１～Ｒ５、Ｒ６～Ｒ１０と１年間のず
れが生じますが、そのままでよろしいでしょうか。

第１期はＲ２～Ｒ６であり、以降の期間も含めて修正する。
また、運営権者からの提案により、その必要性及び妥当性が認
められる場合は、区分変更について検討する。

79 24 6 (3) ア 工事計画書の作成市への提出 単年度ごとの工事計画書は作成する必要はないのでしょうか。 p.22の工事計画書は、各年度において策定する。

80 24 6 (3) イ (ｱ) 設計に関する事項

「運営権者は、本要求水準書、改築計画書及び工事計画書を
基に、・・・」とありますが、ここでいう改築計画書は、市が策定し
た第１期～第５期の改築計画書（第２期以降は運営権者が見
直すこともある)を指すのでしょうか。

お見込みのとおり。

81 24 6 (3) イ (ｲ) 設計に関する許認可等
関係機関への申請、報告書の作成は市が作成する事でよろし
いでしょうか。

申請、報告にあたり、必要となる基礎資料は運営権者が作成及
びとりまとめを行う。市はこれに対し、必要な情報が備わってい
ること及び体裁が担保されていることを確認し、申請書として提
出するもの。このため、申請に当たっての実質的な書類作成の
事実行為は、運営権者側となり、市はこれをもとに申請及び報
告等の鑑文を作成し提出する。

82 25 6 (3) イ (ｴ) (d) 関係法令の順守
「施設敷地内を安全かつ衛生的に保つための対策を講じるこ
と」の対策とは具体的にどのような事でしょうか。

労働安全衛生法等関連法令に基づく措置がなされていることで
ある。

83 25 6 (3) ウ 積算に関する事項
積算を行い設計書ベースで作成・提出タイミングは、いつをお考
えでしょうか？

予算要求時点での作成及び提出を想定している。

84 25 6 (3) エ (d) 見積書
見積書は何社以上必要でしょうか。また、見積もり業者を選定
する際の基準は有りますか。

積算基準に従い、３社以上から見積り徴取することを原則とす
る。

85 26 6 (3) オ 製作図の提出
製作図の定義をご教示ください。（単品機器図の事でよろしいで
しょうか？）

後日回答する。
製作図とは、「エ 設計に関する図書の市への提出（設計完了
後）と承諾」において提出する機器製作図を指す。機器の一部
("単品")か、機器の全体とするかは、設計及び工事による。

86 27 6 (3) オ (ｱ) g (a) 緊急時の体制及び対応

「東海地震注意情報が気象庁から出された場合」とあります
が、気象庁のウェブサイトには、「気象庁では、平成29年11月1
日から「南海トラフ地震に関連する情報」の運用を開始しまし
た。これに伴い、現在、東海地震のみに着目した「東海地震に
関連する情報」の発表は行っていません」とあります。「南海トラ
フ地震に関連する情報」と置き換えて宜しいでしょうか。
（https://www.data.jma.go.jp/svd/eqev/data/nteq/tokai_info_hi
story.html）

お見込みのとおり。要求水準書（案）を修正する。
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Ｎｏ 頁 1 (1) ア (ア) a （a） ① 項目等 質問内容 12月８日回答 12月28日回答 ２月19日回答修正

87 28 6 (3) オ (ｱ) h 施設情報の更新

「工事情報、設備情報等の内容に関して、市が所有する施設情
報をもとに新たな情報を適宜追加し管理するとともに、市の要
請に基づき更新情報を適用したものを提出すること。」ありま
す。
これに対し、貴市が所有する施設情報とは設備台帳のようなも
のと推察しますが、これの仕様についてご教示ください。

現在、施設情報システムとしては、処理場・ポンプ場については
施設台帳、管路施設については管路施設台帳・管きょ調書（い
ずれもＥｘcelファイル形式)を管理しているため運営権者は、こ
れらを踏襲し管理することを想定している。なお、運営権者が別
途用意することは妨げない。

88 28 6 (3) オ (ｲ) b 性能試験
市の試験立会に関して、遠方での立会に関する費用は市の負
担と考えてよろしいでしょうか。

お見込みのとおり。

89 29 6 (4) ア 単価の適正
事業費算出根拠の単価が見積である場合、適正であることを示
す根拠とはどのようなものでしょうか。

積算基準に従い、３社以上から見積り徴取することを原則とす
る。

90 29 6 (4) ウ (ｱ) 対象設備の耐用年数
ｐ23イ対象設備の耐用年数と重複しているように思いますが、
記載の必要はありますでしょうか。

要求水準書（案）を修正する。

91 29 6 (4) その他

国の交付金について、万が一内示落ち等で改築更新が進まな
かった場合、更新計画の改定が必要となりますが、この改定に
関する負担および予定通りの更新ができないことによって生じ
るリスクは、市と運営権者のどちらの負担となるでしょうか。

（個別対話で回答する。）

92 30 7 (1) ア (ｲ) a 運転管理業務

「・監視、運転操作、制御及び日常点検」とありますが、何を監
視及び何を制御するのでしょうか。日常点検が含まれているこ
とから、施設の管理（施設の監視・制御）を意図しているのでしょ
うか。

処理場・ポンプ場の維持管理を適切に行うにあたり、基本的事
項として、「監視、運転操作、制御及び日常点検」を示したもの。
当該施設を適切に管理するにあたり、必要な具体的事項が何
であるかは、運営権者の提案に求めるものである。

93 30 7 (1) ア (ｲ) a 運転管理業務
「水質・水量等の監視及び制御」と「水質検査及び水質管理」は
具体的にどう異なるのでしょうか。「水質・水量の管理」とすれ
ば、ほぼ同様の内容で両者が含まれるのではないでしょうか。

「水質・水量等の監視及び制御」は、水質コントロールに係る業
務であり、「水質検査及び水質管理」は下水道法に定められる
検査を指しており、別業務となることを想定している。

94 30 7 (1) ア (ｲ) a 運転管理業務
河川、海岸管理者との調整について、具体的な業務の内容を
ご教示ください。

個別具体例として、船舶の漂着等に伴う調整を想定している。

95 30 7 (1) ア (ｲ) 業務内容
P１の用語の定義に記述されている「調査、清掃等」に関する記
載がありませんが、それでよろしいのでしょうか。

「調査、清掃等」については、維持管理する上で、附帯的に行わ
れるべき事項である。このため、「調査」については、p33「（イ) 
保全管理 b 調査（改築時期及び範囲を特定する情報の収集）」
に、「清掃」については、「（エ) その他 e 安全衛生管理（作業環
境の保全等）」に含まれる事項である。

96 31 7 (1) ア (ｳ) b 本実施期間中

運営権者が健全度評価結果を整理・保存する情報システムに
ついて、50頁の「8-(6)ｱ　施設情報管理に関する事項」で示され
ている「貴市が用意する施設情報システム」のことを示してお
り、運営権者で用意する必要はないとの認識で宜しいでしょう
か。

後日回答する。

お見込みのとおり。
閲覧資料の「平成29年度三浦市公共下水道事業コンセッション
推進に向けた施設情報整備調査」の資料編の１から４にある
「ストック台帳」、「点検票」（Excel形式等）の仕様を踏襲、更新す
ることを想定している。

97 32 7 (1) ア (ｴ) a 維持管理体制について
常時監視と示されていますが、これは人的又は機械的含め事
業者による提案によるとの理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおり。

98 32 7 (1) ア (ｴ) a 維持管理体制の構築
「必要な人員や協力会社を確保すること。」とありますが、維持
管理業務は必要に応じて「再委託」可能と考えてよろしいでしょ
うか。

お見込みのとおり。

99 32 7 (1) ア (ｴ) a 監視対象の明確化について
維持管理体制の構築について「ポンプ場、流量計等については
常時遠隔監視制御及び巡回監視を行うこと。」とありますが、監
視対象の具体的な流量計をご教示ください。

「ポンプ場については、常時遠隔監視制御及び巡回監視を行う
こと。」と記載を修正する。

100 32 7 (1) ア (ｴ) b 従事者の資格について
事業期間における更新設備によっては従事すべきものの資格
は変わる可能性があります。本項で示された資格は、事例を示
しているだけであるとの理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおり。記載の主旨は、法令の定めに則り有資格者
が従事することにあり、資格要件の列記は削除する。

8/13



Ｎｏ 頁 1 (1) ア (ア) a （a） ① 項目等 質問内容 12月８日回答 12月28日回答 ２月19日回答修正

101 32 7 (1) ア (ｴ) b 従事者の資格について
本施設は、高圧受電施設であると理解しています。電気主任技
術者（1種又は第2種）を資格として求めている理由をお示しくだ
さい。

お見込みのとおり。記載の主旨は、法令の定めに則り有資格者
が従事することにあり、資格要件の列記は削除する。

102 32 7 (1) ア (ｴ) b 従事者の資格について 本施設は、防火管理者を配置すべき施設でしょうか。 お見込みのとおり。

103 32 7 (1) ア (ｴ) b 従事者の資格について
本施設では床上操作式クレーンが無いようにお見受けします
が、資格者が必要でしょうか。

当該記載を削除する。

104 32 7 (1) イ (ｱ) a
水質に関する放流基準につい
て

本施設は、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則による基
準を順守すべき施設でしょうか。

後日回答する。
現時点では、処理区域内において同法等の特定施設は存在し
ないが、将来の進出があった場合には市と対応を協議する。

105 32 7 (1) イ (ｱ) a
水質に関する放流基準につい
て

浄化センタの塩素混和地出口と処理場出口の2か所について、
放流水基準に準じ、放流水質の法定基準及び県基準に示す基
準を遵守することを求めらていますが、なぜ2か所であるのかお
示しください。

「塩素混和池出口の1か所について」と記載を修正する。

106 32 7 (1) イ (ｱ) a
水質に関する放流基準につい
て

放流水基準に準じ、放流水質の法定基準及び県基準に示す基
準を順守することを求めらていますが、県基準を遵守するとは
どういうことでしょうか。

神奈川県生活環境の保全等に関する条例を指す。

107 32 7 (1) イ (ｱ) a
水質に関する放流基準につい
て

遵守すべき基準に「ダイオキシン類対策特別措置法施行規則」
が含まれています。本施設において焼却施設を有していません
が、遵守すべき規制に該当するのでしょうか。ご教示ください。

当該記載を削除する。

108 32 7 (1) イ (ｱ) 放流水質基準
「東部浄化センターにおいて、処理可能な放流水質～」とありま
すが、これは放流水質遵守との理解でよろしいでしょうか。

「東部浄化センターにおける放流水質」と記載を修正する。

109 33 7 (1) ウ (ｲ) 保全管理
保全管理の区分は、実施方針ｐ37別紙１の区分にありません。
Ｐ３３以降は、この区分で表現するということでしょうか。

実施方針p.37の別紙１は、PFI法との関係性の明確化を意図し
作成したもの。本記載の維持管理は、広く保全管理を含んでい
る。

110 33 7 (1) ウ (ｳ) 業務範囲
「修景護岸部分の見回り・点検」について、業務の詳細をご教示
ください。

修景護岸は、東部浄化センター用地を保護する目的で設置さ
れた消波護岸であるため、荒天時後等の破損がないことを見回
り、点検することである。

111 34 7 (1) エ (ｱ) 実施体制について
浄化センターでは24時間常時監視体制の構築を求めています
が、これは人的又は機械的問わず応募者の提案によるとの理
解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおり。

112 34 7 (2) ウ
異常発生時の原因特定と速や
かな改善

異常発生時の速やかな対応・改善の改善にかかる費用は本事
業に含まれてますか。

異常発生の原因により異なり、実施方針(案)のリスク分担に応
じて対応する。

113 34 7 (2) ウ 周辺環境の保全に関する基準
3ポツ目の「総合地震対策計画」は、国土交通省が下水道の地
震対策を推進している「下水道総合地震対策計画」の理解で宜
しいでしょうか。

三浦市は、下水道総合地震対策計画を策定しておらず、当該
記載箇所は修正する。

114 36 7 (4)
表7-1
維持管理報告書について

本表にお示しされた報告書について、現在実施されている維持
管理業務に関する報告書と大きく異なっているようです。報告書
の内容についてどのようにお考えなのかご教示ください。個別
対話を希望します。

（個別対話で回答する。）

115 38 7 (5) イ (ｵ) 悪質排水の流入の対応

「ただし、悪質排水の流入等の結果、要求水準「４（１）放流水質
基準と水処理方式の遵守」を満たさなくとも運営権者は責を負
わないものとする。」
「運営権者は、放流水質が正常値になるまで、改善措置を実施
し、～」とありますが、悪質排水の流入等の結果、運営権者に
生じた費用負担については、貴市が負担するものとの理解でよ
ろしいでしょうか。

後日回答する。
実施方針(案)の水質変動に関するリスク分担に準じるものとす
る。なお、各水質項目の"一定範囲"については別表に示す。
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116 39 7 (5) ウ (ｱ) a 汚泥管理目標 三浦地域資源ユーズへの搬出条件をご教示ください。 後日回答する。

汚泥処理契約は、運営権者と三浦地域資源ユーズとの間で締
結されるものであり、その契約内容等に応じ、運営権者自らが
搬出条件を定めることとなる。なお、過去の委託業務で求める
条件は、下記のとおりである。
・搬出する時間帯：午前４時から午前５時の間
・汚泥の含水率：概ね74%程度

117 40 7 (5) エ (ｱ)
エネルギー管理について貴市
が期待する内容について

本施設を長く管理してきた経験上、エネルギー削減の余地は少
ないものと考えています。具体的に貴市として、本項の条件を
定めるにあたり考えられた課題（エネルギー管理が不十分であ
る）や対応手法についてご教示ください。

一般的なエネルギー管理及び環境保全対策、又は民間事業者
の創意工夫をもって新たな手法・対策を求めるものである。

118 41 7 (5) オ (ｱ) d リスク対応計画の内容について
焼却設備等からの有害物質の排出とありますが、本事業では
どのような事象でしょうか。

「有害物質の排出」と記載を修正する。

119 45 8 道路陥没
「市の管路延長では道路陥没が発生していないことから、～」と
ありますが、供用開始以降、陥没事故が発生していないと考え
てよろしいでしょうか。

お見込みのとおり。

120 45 8 (1) ア (ｲ) c (c) 住民対応業務
管路施設維持管理業務において住民対応とは具体的にどのよ
うな業務になりますか。また実際に対応した事例があればご教
示ください。

後日回答する。
過去３年間の苦情等の相談件数は、平成29年度～令和元年度
の間で約20～30件である。主にマンホール蓋のガタツキによる
騒音の苦情が多い。

121 46 8 (3) ア 実施箇所及び実施数量
「実施箇所及び実施数量（想定）」に示される各項目の実施対
象箇所については、実施方針又は募集要項の公表時に具体的
に示されるという認識で宜しいでしょうか。

「ア　実施箇所及び実施数量（想定）」の各項目については、閲
覧資料に示す。
なお、(ウ)実施体制(２)維持管理基準の遵守について、下記を
追加する。
ア　安全衛生管理に関する基準
・安全衛生管理に十分な注意を払い、作業環境の保全に努め、
安全かつ安定的に維持管理業務を遂行。
・関係法令に基づき、作業環境測定を実施。

122 46 8 (3) ア 実施箇所及び実施数量
マンホールポンプを除き、どの様な根拠で設定したのかご教示
ください。

（個別対話で回答する。）

123 46 8 (3) ア 実施箇所及び実施数量（想定）
実施箇所及び実施数量（想定）の根拠を開示いただけませんで
しょうか。

「ア　実施箇所及び実施数量（想定）」の根拠については、閲覧
資料に示す。

124 48 8 (3) ケ 詳細調査
φ800㎜以上の管路は、通常先行目視調査によって行います
が、調査方法は、TVカメラによるものに指定されていることでよ
ろしいでしょうか。

後日回答する。 管口目視であるため、記載内容について見直しを図る。

125 48 8 (3) ケ 詳細調査
「腐食環境下での点検により異常を確認した場合には調査を実
施する。」とありますが、その実施数量が約３kmと想定している
との理解でよろしいでしょうか。

後日回答する。 P.46の表及びP.48の記載の見直しを図る。

126 48 8 (3) コ 取付管調査
取付管は、φ100～150㎜と小口径のため、先行目視は不可能
です。
TVカメラによる目視でよろしいでしょうか

後日回答する。 取付管カメラである。

127 48 8 (3) コ 取付管調査
「また、取付管同様に、本管調査時に目視調査により内部確認
を行う。」とありますが、何を取付管の同様対象として目視調査
を行うのかご教示願います。

「また、取付管同様に、本管調査時に目視により内部の確認を
行う。」については削除する。

128 48 8 (3) サ マンホールポンプ点検
毎年行われているマンホールポンプの点検項目を教えてくださ
い。

後日回答する。

現在の点検項目は、閲覧資料「平成29年度三浦市公共下水道
事業コンセッション推進に向けた施設情報整備調査業務委託 
資料編 1/4 ストックマネジメント実施方針（ポンプ場・終末処理
場）」の資料8-61～資料8-64を参照のこと。

129 49 8 (3) シ 異常時の措置
「～直ちに委託者に報告し～」とありますが、委託者とは貴市と
の理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおり。要求水準書（案）を修正する。
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Ｎｏ 頁 1 (1) ア (ア) a （a） ① 項目等 質問内容 12月８日回答 12月28日回答 ２月19日回答修正

130 49 8 (3) ス 作業記録写真
「～各種報告書に添付して委託者に提出する。」とありますが、
貴市を指しすものとの理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおり。要求水準書（案）を修正する。

131 49 8 (4) (ｱ)
計画的維持管理業務（清掃）の
実施

実施箇所の約45kmについて、実施方針又は募集要項の公表
時に具体的に示されるという認識で宜しいでしょうか。

閲覧資料に追加する。

132 49 8 (4) (ｱ) 実施個所及び数量 清掃のカメラ付きノズルは指定方法でしょうか。 要求水準書（案）を修正する。

133 49 8 (4) (ｱ) 清掃の実施箇所及び実施数量

管路維持管理業務（清掃）について「・清掃は、詳細調査と同時
に行うこととする。」とあり、実施数量は45kmと記載があります。
一方、P46の「実施箇所及び実施数量（想定）」表の詳細調査
（テレビカメラ調査）は約3kmとなっています。実施数量：約45km
の根拠をご教示願います。

後日回答する。 P.46の表及びP.48の記載の見直しを図る。

134 50 8 (5) イ
要求水準書の内容が処理場・ポンプ場の設備に関する記述と
なっており、管路施設の内容ではありません。

要求水準書（案）を修正する。

135 50 8 (5) (ｱ) 予防保全的修繕
要求水準書の内容が処理場・ポンプ場の設備に関する記述と
なっており、管路施設の内容ではありません。

要求水準書（案）を修正する。

136 50 8 (5) (ｳ) 修繕計画
要求水準書の内容が処理場・ポンプ場の設備に関する記述と
なっており、管路施設の内容ではありません。

要求水準書（案）を修正する。

137 50 8 (6) ア その他
市が用意する施設情報システムとはどの様なシステムがご教
示ください。

（個別対話で回答する。）

138 50 8 (6) ア その他
要求水準書の内容が処理場・ポンプ場の設備に関する記述と
なっており、管路施設の内容ではありません。

要求水準書（案）を修正する。

139 50 8 (6) イ その他
要求水準書の内容が処理場・ポンプ場の設備に関する記述と
なっており、管路施設の内容ではありません。

要求水準書（案）を修正する。

140 50 (5) 修繕に関する事項

当該記述は、「管路の維持管理に係る企画、調整、実施に関す
る要求」との理解でよろしいでしょうか。（本項目は「８ 管路施設
の維持管理に係る企画、調整、実施に関する要求」ではありま
すが、「設備の定期修繕」「故障事例」「外構」等々の処理場・ポ
ンプ場を想定させる記述があります。）
なお、本質問は同項（6）の「その他」についてもかかる事項であ
ります。

お見込みのとおりのため、要求水準書（案）を修正する。

141 52 8 (6) オ 公衆災害防止
局地的な大雨時のタイムライン防災等のマニュアルはございま
すか？公開することは可能ですか？

（個別対話で回答する。）

142 52 8 (6) オ 同上
東部浄化センターにおいて、大雨時の流入量超過による緊急
放流等の事例はありますか？その際の、手順等のマニュアル
は公開可能ですか？

（個別対話で回答する。）

143 52 8 (7) オ 局地的な大雨による安全管理
当事業の対象管路は、汚水管ですが、当該文章では雨天時に
雨による増水があると読み取れます。その位置は特定できてい
るのでしょうか。

当該記載は、一般論として記載しているものであり、特定の雨
水流入箇所は想定していない。

144 54 9 (1) ア 管路施設の増築に関する～

20年間の全体実施数量は未定である、との記載がありますが、
正式な要求水準書では公表されると予定でしょうか。また、公表
がない場合、管路施設の増築にあたっては今後（事業開始以
降も含む）、貴市と運営権者による協議とさせていただけません
でしょうか。

要求水準書（案）への追加を検討する。
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Ｎｏ 頁 1 (1) ア (ア) a （a） ① 項目等 質問内容 12月８日回答 12月28日回答 ２月19日回答修正

145 54 9 (1) ア 管路施設の増築に関する要求
「要望を受け実施することとなるため20年間の全体実施数量は
未定である」とありますが、過去10年の要望状況を教示願いま
す。

要求水準書（案）への追加を検討する。

146 54 9 (1) ア 管路施設の増築

管路施設の増築に関しては、「貴市は利用者から要望を受けて
実施の有無を判断し、運営権者は貴市の指示に従い設計を含
め増設を実施し、貴市から対価を受ける」という理解で宜しいで
しょうか。

市は要望に基づき、管路施設の増築の実施可否を判断の上、
運営権者に対して設計、増築を実施させ対価を支払う。

147 55 10 (1) カ 契約終了後の措置

「運営権者の定める合理的な維持管理計画」とは、「処理場・ポ
ンプ場の最終事業年度の年間維持管理作業計画書」のことを
示しているという認識で宜しいでしょうか。（運営権者は事業期
間終了後の維持管理計画を策定しないため）

当該記載は、市が合理的な維持管理計画を実施しているかどう
かが論点であることから、「運営権者の定める」を削除する。

148 58
別紙1
計画人口や普及率等について

計画人口や普及率を増加させ達成させるための貴市の計画に
ついて、ご教示ください。

行政人口に係る計画としては、平成29年３月に公表した三浦市
まち・ひと・しごと創生総合戦略である。三浦市全体の汚水排水
処理については、平成30年５月に公表した西部処理区・南部処
理区排水処理方針である。

149 68 別紙３
処分制限期間は、標準的耐用年数から現在までの使用年数を
引いたものと理解してよいですか？

後日回答する。
別紙３に、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
施行令」第14条の規定に基づく処分制限期間の表を追加する。

150 74 別紙4　改築計画の概要
「表B4-2年度別改築事業費の一覧」「表B4-3　5年分改築事業
費の合算値」を開示願います。

要求水準書（案）を修正する。

151 78 別紙6　設計条件
「表B6-1　将来の東部浄化センター　各種データ」を開示願いま
す。

後日回答する。 要求水準書（案）を修正する。

152 78
別紙6
設計条件

設計条件に示される、「平成28年度～令和25年度の予測（東部
浄化センター）」について、今後示されるご予定でしょうか。

後日回答する。 要求水準書（案）を修正する。

153 88
別
紙
9

作業日報
設計業務においても作業日報及び週間業務予定表の提出は
必要でしょうか。

月間業務報告書にて内容が網羅されることから削除を検討して
おり、要求水準書（案）を修正する。

154 91
別紙11
業務実施体制

10頁「2(3)イ」には地元企業の活用にあたり、「三浦市内に本店
を有するものを優先的に活用する」との記載があり、運営権者
の選択余地の有無について本項の記述と齟齬があると思料し
ます。どちらの記述が正しいかご教示ください。

削除を検討している。

155 91
別紙11
業務実施体制

本別紙は、要求水準書の何項の関連資料でしょうか。 削除を検討している。

156 96
別紙15
業務移行期間

事業終了後の引継ぎ実施計画及び実施内容は、96-97頁に記
載の内容について、「運営権者」と「貴市又は貴市の指定する
第三者」の役割を交代して実施されるという理解で宜しいでしょ
うか。

別紙15の内容について記載を修正し、関係箇所の整合を図る。

157 99
別紙17
健全度調査要領及び評価基準

本別紙に示された業務は、交付金対象となり得るものと考えま
すが、事業費の建付※けはどのようにお考えでしょうか。
※費用は貴市負担で、実施は運営権者であるなど

実施方針p.５ア(ｲ)「各種計画支援に関する業務」のストックマネ
ジメント計画の更新及び見直しに含まれる業務であり、p.６表１-
１に記載のとおり費用は市が負担するものとし、運営権者が主
たる事業の範囲として実施するものである。

158 102
別紙17
健全度調査要領及び評価基準

4）項に過年度の県における水道用水供給事業、工業用水道事
業及び流域下水道事業の目標耐用年数は、標準耐用年数の
1.5倍以上とお示しされていますが、これは貴市のお考えとの理
解でよろしいでしょうか。

本記載は、あくまで経過年数に基づく劣化予測の例示であり、
時間計画保全資産の診断に当たっては、当該施設の使用環境
や実際の劣化状況に応じ経過年数をもとに劣化予測を求める
ものである。
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159 104
別紙18
ストックマネジメント計画におけ
る点検・調査計画の方針

本別紙に示された内容は、交付金対象となり得るものと考えま
すが、事業費の建付※けはどのようにお考えでしょうか。
※費用は貴市負担で、実施は運営権者であるなど

実施方針p.５ア(ｲ)「各種計画支援に関する業務」のストックマネ
ジメント計画の更新及び見直しに含まれる業務であり、p.６表１-
１に記載のとおり費用は市が負担するものとし、運営権者が主
たる事業の範囲として実施するものである。

160 104 1 (2) (ｲ) 調査
設置10年未満や標準耐用年数未満の資産で著しい劣化が確
認できれば、以降調査対象資産の絞込みから外すことが可能
か？

後日回答する。
著しい劣化が確認された資産については、調査の対象となる。
十分に短い期間内に改築更新が予定されている場合、合理的
な判断を前提とし、調査は不要と考えられる。

161 106
別
紙
17

(2) ① 点検について 現状行っている点検内容とはどのようなものですか。
閲覧資料のうち、「東部浄化センター等包括的管理業務委託報
告書」を参照すること。

162 106
別
紙
17

(2) ② 調査について
第1期修繕・改築計画で対象となる状態監視保全設備はすべて
分解調査が必要ということでしょうか

設置場所や環境、調査費用等から総合的に判断して分解調査
の実施を市と協議して決定する。

163 106
別
紙
17

(2) ② 調査について
分解調査（メーカー委託）が必要な設備の設定は、すべての資
産の状態監視保全設備から運営権者側が選定してよいとの事
ですか。

お見込みのとおり。市と協議の上、実施を決定する。

164 114 改築の実施時期と費用
別紙21は、コンセッション開始時期前後における市が発注する
改築メニューと時期と概算金額を示したものとの理解でよろしい
でしょうか？

別紙21の2022年までは、市が実施する改築メニュー等を示した
ものである。2023年以降は、実施方針（案）p.６表１-１に記載の
費用負担において、運営権者が主たる事業の範囲として実施
するものである。

165 - その他

現在、仮設の第二放流口を使用しているようですが、高波など
の影響により、度々埋没し処理水が放流渠に滞留してしまうよ
うに思われます。処理水を安定して放流するため、第一放流口
を使用する事は可能でしょうか。

第一放流口は、事業過程で生じた協議の結果、使用を休止して
いる。また、第二放流口は仮設ではない。

166 - その他
東部浄化センターにおいて上水施設の監視業務を行っているよ
うですが、本事業においては対象外となっています。今後の業
務形態等の想定をご教示ください。

現在、市は、包括的維持管理委託業者に対して、上水施設の"
警報受信窓口業務"の監視業務を委託している。本事業におい
ても同様の随意契約を別途、締結することを想定している。
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